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お
知
ら
せ
N
E
W

竹
原
市
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
縦
覧

　

平
成
23　
年　

第
２
回
竹
原
市
議
会
定
例
会　

　
　
　
報
告
５
件  

議
案
８
件  

を
可
決　
　
　

　

６
月
21
日
～
24
日
ま
で
の
４
日
間
、

定
例
議
会
が
開
催
さ
れ
、
報
告
５
件
、

議
案
８
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
議

　

会
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
そ
の
後
任
委
員
を
推
薦
す

る
も
の
で
す
。

◆
竹
原
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ

　

き
議
会
の
同
意
を
求
め
る
こ
と

　

に
つ
い
て

　

監
査
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
そ
の
後
任
委
員
を
選
任
す
る

も
の
で
す
。

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

新
た
に
整
備
す
る
宮
床
２
号
線

を
市
道
に
認
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
竹
原
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

　

一
部
改
正
に
つ
い
て

　

健
康
保
険
施
行
令
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
竹
原
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
（
出
産
育

児
一
時
金
の
額
）
改
正
の
専
決
処
分

に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
で
す
。

◆
竹
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

　

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
竹
原
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
（
基
礎

課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
な

ど
）
改
正
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

報
告
す
る
も
の
で
す
。

◆
竹
原
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例
案

　

地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
必
要
な
規
程

の
整
備
（
市
民
税
及
び
固
定
資
産
税

関
係
の
改
正
）
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
平
成
23
年
度
竹
原
市
一
般
会
計

　

補
正
予
算

　

広
島
県
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
施
設

整
備
事
業
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
・
大
腸

が
ん
検
診
推
進
事
業
ほ
か
、
新
た
に

実
施
す
る
必
要
が
生
じ
た
事
業
に
つ

い
て
、
５
億
１
，
６
６
８
万
９
千
円

を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

思
い
や
り
駐
車
場
の

利
用
証
を
交
付

　

竹
原
市
で
は
、
広
島
県
と
共
同

実
施
で
、
県
内
の
公
共
施
設
や
商

業
施
設
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
身
体

障
害
者
等
用
駐
車
場
（
車
い
す

マ
ー
ク
が
あ
る
駐
車
場
）
を
適
正

に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
７

月
１
日
か
ら
障
害
の
あ
る
人
な
ど

歩
行
が
困
難
な
人
に
利
用
証
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

申
込
方
法

　

福
祉
課
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
支

所
・
出
張
所
の
他
、
広
島
県
地
域
福

祉
課
、
各
厚
生
環
境
事
務
所
、
各
市

町
で
受
付
・
交
付
を
行
い
ま
す
。（
手

数
料
は
無
料
）
障
害
者
手
帳
、
介
護

保
険
被
保
険
者
証
な
ど
の
証
明
書

類
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

広
島
県
地
域
福
祉
課　

　

☎
０
８
２-

５
１
３-

３
１
４
２

　

福
祉
課
障
害
福
祉
係
・
介
護
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
３

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

　

☎
22-

７
１
５
７

対   象
身体障害者 視覚（4級以上）、平衡（5級以上）、上肢（2級以上）、下肢（6級以上）等

知的障害者 障害の程度が A以上

精神障害者 障害等級 1級

難病患者 特定疾患（小児慢性特性疾患）医療受給者

高齢者 要介護度 1以上

妊産婦 妊娠 7か月～産後 1年 6か月（産後は 1歳 6か月までの乳幼児同伴のみ）

けが人等
けが等で補そう具の使用を必要とする人、発達障害等で歩行の際に介助者の特
別な注意が必要な人等

　

広
島
県
が
都
市
計
画
区
域
の
将

来
像
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
道
筋

を
示
す
「
竹
原
市
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
を
作
成
し
、

都
市
計
画
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
次
の
場

所
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

場
所　

市
役
所
都
市
整
備
課

問
い
合
わ
せ

　

都
市
整
備
課

　

☎
22-

７
７
４
９

↓利用証

↓思いやり駐車場登録施設に設置の看板
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地
デ
ジ
の
準
備
は

お
済
み
で
す
か

　
　
　
　
　

竹
原
流
通
セ
ン
タ
ー

　
　

   

空
き
店
舗
入
居
者
募
集
中

　

店
舗
、
倉
庫
、
配
送
セ
ン
タ
ー
、

商
品
の
一
時
保
管
場
所
な
ど
様
々

な
用
途
に
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
ず
は
お
気
軽
に
現
地
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
①
～
④
間
、
⑤
～
⑧
間
は
そ
れ

　

ぞ
れ
仕
切
り
を
取
り
除
い
て
一

　

　

間
と
し
て
連
続
使
用
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

竹
原
流
通
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

　

☎
22-

１
６
８
１
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）

　

産
業
振
興
課
商
工
振
興
係　
　

　

☎
22-

７
７
４
５

　

７
月
24
日
に
、
今
ま
で
の
テ
レ

ビ
（
ア
ナ
ロ
グ
放
送
）
は
終
了
し
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）
へ

完
全
移
行
し
ま
す
。
地
デ
ジ
を
受
信

す
る
た
め
に
は
、
地
デ
ジ
対
応
の
テ

レ
ビ
や
チ
ュ
ー
ナ
ー
が
必
要
で
す
。

地
デ
ジ
の
準
備
が
済
ん
で
い
な
い

人
は
、
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

　

分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

デ
ジ
サ
ポ
広
島

　

☎
０
８
２-

５
５
３-

０
１
０
１

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
ご

と
に
計
算
し
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

税
額
は
次
の
3
つ
の
合
計
額
に

な
っ
て
い
ま
す
。

①
医
療
保
険
分
（
0
歳
以
上
75
歳
未
満
）

②
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
（
0

　

歳
以
上
75
歳
未
満
）

③
介
護
保
険
分
（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
）

　

こ
の
た
び
、
地
方
税
法
施
行

令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
（
課

税
額
の
上
限
）
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
平
成
23
年

度
よ
り
、
①
を
50
万
円
か
ら
51
万

円
へ
と
、
②
を
13
万
円
か
ら
14
万

円
へ
と
、
③
を
10
万
円
か
ら
12
万

円
へ
と
変
更
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
課
税
係

　

☎
22-

７
７
３
２

国
民
健
康
保
険
税
の

課
税
限
度
額
を
変
更

至　忠海

至　竹原市街

竹
原
港
（
外
港
）

流
通
セ
ン
タ
ー
事
務
所

（
２
階
）青果棟

小間 面積（㎡）賃料(月/税込）小間 面積（㎡）賃料(月/税込）

① 55．4 51,189 円 ⑤ 54．6 50,450 円

② 54．6 50,450 円 ⑥ 54．6 50,450 円

③ 54．6 50,450 円 ⑦ 54．6 50,450 円

④ 54．6 50,450 円 ⑧ 64．5 59,598 円

⑨ 90.74 83,843 円

食
中
毒
警
報
第
１
号
発
令
中

手
洗
い
の
励
行
、
食
品
の
取
り

扱
い
に
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

熱
中
症
は
、
炎
天
下
は
も
ち
ろ

ん
、
直
射
日
光
の
当
た
ら
な
い
室

内
で
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

熱
中
症
か
ら
身
を
守
っ
て
、
楽

し
く
安
全
な
夏
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

予
防
対
策

①
暑
さ
を
避
け
る　

　

屋
外
で
は
、
日
陰
を
選
ん
で
歩

い
た
り
、
日
傘
を
差
し
た
り
帽
子

を
か
ぶ
っ
た
り
し
ま
し
ょ
う
。

②
服
装
を
工
夫　

　

吸
水
性
と
通
気
性
に
と
ん
だ
服

や
下
着
を
着
ま
し
ょ
う
。

③
水
分
補
給　

　

暑
い
日
は
水
分
が
失
わ
れ
や
す
い
の

で
、
渇
き
を
感
じ
る
前
に
早
め
に
水
分

を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
高
齢
者

は
こ
ま
め
に
水
分
を
取
り
ま
し
ょ
う
。

④
急
に
暑
く
な
る
日
に
注
意　

　

発
汗
機
能
が
働
く
よ
う
に
日
ご

ろ
か
ら
少
し
汗
ば
む
程
度
の
運
動

を
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
体
調
に
注
意　

　

前
の
晩
に
深
酒
を
し
た
人
、
朝

食
を
抜
い
た
人
、
か
ぜ
や
下
痢
で

脱
水
症
状
の
人
は
熱
中
症
を
起
こ

し
や
す
い
の
で
体
調
が
回
復
す
る

ま
で
安
静
に
し
ま
し
ょ
う
。

熱
中
症
の
症
状
と
対
処

　

初
期
は
、
め
ま
い
や
た
ち
く
ら

み
、
こ
む
ら
返
り
、
大
量
の
汗
が
症

状
と
し
て
現
れ
ま
す
。
初
期
症
状
の

と
き
は
、
風
通
し
の
良
い
涼
し
い
場

所
で
体
を
冷
や
し
水
分
な
ど
を
取
り

ま
し
ょ
う
。
必
ず
誰
か
が
付
き
添
っ

て
様
子
を
見
て
、
自
分
で
水
分
が
取

れ
な
い
と
き
や
症
状
が
改
善
し
な
い

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

と
き
は
病
院
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。

　

症
状
が
進
む
と
、
頭
痛
や
吐
き
気

が
し
、
体
が
だ
る
く
な
り
、
放
っ
て

お
く
と
、
意
識
障
害
や
け
い
れ
ん
な

ど
が
起
こ
り
、
死
に
至
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
は
す
ぐ

に
病
院
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ　
　
　
　
　
　
　
　

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
22-

７
１
５
７


